
 
事故時の補償も個人任せ 

 

 

 ライドシェア（相乗り）という名の違法な

白タク（無許可タクシー）を合法化しようと

いう動きがすすんでいます。 

 ライドシェアは、アメリカ発祥のウーバー

やリフトという企業が世界各地で展開してい

るビジネスで、スマホアプリを介して一般ド

ライバーが自家用車で利用者を輸送するもの

です。わが国では道路運送法違反として認め

られていません。 

 ライドシェアは、仲介企業が運行に責任を

負わず、タクシーで義務付けられている労働

時間管理や飲酒チェックもなく、運転者の身

元もわかりません。事故時の補償も個人任せ

でどうなるかわかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで働く労働者は、個人請負・個人事業

者とされ労働者としての保護や権利がなくな

ってしまいます。日本でもライドシェアを利

用して、そうした働き方を広げようとする動

きが強まっています。 

 こんな危険なライドシェアの合法化は絶対

に阻止しなければなりません。 
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自家用車のドライバー
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ドイツ、韓国、フランス、
イギリス(ロンドン市)など

 ロンドン交通局は安全上の
 懸念があるとしてウーバー
 の営業免許の更新を拒否

▲イギリス（17年９月）

ライドシェアに対する各国の動向

 ＥＵ裁判所はウーバー社に
 ついてタクシー業者と同じ
 規制を適用すべきと判決

▲ＥＵ（17年12月）

▲禁止命令を出した国タクシー ライドシェア

車両保有、運転者雇用、
運行全体に責任を負う

仲介のみで運行に
は責任を負わない

運転免許
二種免許＋登録制度（講
習、試験あり）

一種免許

労働時間管理 あり なし

運転前アルコ
ールチェック

あり なし

経歴や資質 社員として管理 社員でない

整備、清潔保持など規制 なし

会社が対応 個人で対応

保険加入義務付け 不明

タクシーとライドシェアの違い

事故時の責任

保険の補償
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新たな規制緩和で危険な輸送が拡大 

 

新たな規制緩和の動き 

 ライドシェアをすすめようとする人たち

は、さまざまな側面から、白タク合法化を求

める攻勢をつづけています。 

 移動・輸送サービスの新たな規制緩和がす

すんでいます（右表）。 

 また、ライドシェア企業と国内のタクシー

企業が提携する動きもあります。これは、配

車にスマホアプリを用いて日本での車両仲介

事業の足掛かりをつくり、ライドシェア解禁

への道筋をつけるねらいがあります。手数料

が労働者に転嫁されるおそれもあります。 

 

 
 

必要な公共交通に補助を 

 ライドシェア企業のウーバーは日本各地の

自治体に自社のアプリを売り込み、過疎地域

の交通不便解消にライドシェアを活用させよ

うとしています。 

 バス路線がなくタクシーも少ない地域で交

通を確保するためには、危険なライドシェア

ではなく、安全で持続的な公共交通の再構築

こそが必要です。 

 地方自治体と地域のタクシー会社が協力し

て運行している過疎地での乗合タクシーは全

国で3000コースを超えています。 

 もっと使いやすく、便利になるように、国

の補助金を大幅に拡充させることが求められ

ています。 
 

新たな規制緩和 

 

▲ジャスタビ 

レンタカーを利用する観光客に一般ドラ

イバーを紹介するサービス。（16年10月

経産省が合法と認定） 

 

▲notteco（のってこ） 

自家用車での中長距離の相乗りマッチン

グサービス。（17年５月経産省が合法と

認定） 

 

▲貨客混載 

過疎地域において、貸切バス、タクシ

ー、トラック事業者が、旅客と貨物のそ

れぞれの許可を取得した場合には同一の

車両で人と物を輸送することができるよ

うにした。（17年９月国交省が認可基準

変更の通達改正） 

 

▲二種免許の緩和の検討 

警察庁は規制改革推進会議の答申を受け

て、普通第二種免許の取得年齢要件、経

験年数要件の緩和を検討。 


